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JR線・西武池袋線・東武東上線・東京メトロ丸ノ内線・
有楽町線・副都心線「池袋駅」西口徒歩5分

０570-078301

〒171-0014

https://www.houterasu.or.jp/tokyo/

（旧 Twitter）

一般相談

0120-079714

豊島区池袋2-40-12
西池袋第一生命ビルディング1F

四谷法律相談センター

〒160-0017　新宿区左門町2-6 ワコービル８F

ＪＲ線「四ツ谷駅」四ツ谷口徒歩１５分
東京メトロ南北線「四ツ谷駅」２番出口徒歩１５分

ＪＲ中央線「四ツ谷駅」四ツ谷口徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」２番出口徒歩4分

東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」３番出口徒歩１分
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都立南多摩
中等教育学校

八王子簡易
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東京都
八王子
合同庁舎
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JR 上野駅
常磐線
京浜東北線
山手線

至 鶯谷

至 御徒町

至 浅草

不忍池上野公園

東北・上越新幹線

首都高速 1号

昭和通り（国道
４号）

ニ
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東京メトロ
上野駅

コンビニ

バイク屋

岩倉高校

上野学園

台東区役所
踏切

上野署

ホテル

ホテル

上野マルイ

広小路口

至 秋葉原

コンビニ
出口1

コンビニ

浅草口 正面
玄関口

入谷口

公園口

〒110-0015
東京都台東区東上野4-27-3
上野トーセイビル6階

●JR上野駅（入谷口）から徒歩5分
JR上野駅（正面玄関口）から徒歩10分
東京メトロ日比谷・銀座線「上野駅」1番出口から徒歩10分

2025年9月をもって指定相談場所を終了



民事法律扶助とは、経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談を行い、
必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う制度です。

経済的に余裕がなく、法律相談の必要のある方に無料で法律相談（法律相談援助）を行います（告訴・告発を含む刑事事件は対象になりません。）。
法律相談援助は、法テラスの事務所のほか、法テラスと契約した弁護士・司法書士の事務所や指定相談場所で利用できます。
立替制度をご希望の場合は、まず法テラスの法律相談援助を受けてください。詳しくは、最寄りの法テラスまでお問い合わせください。

自分で裁判を起こす場合に、裁判所に提出
する書類を弁護士・司法書士に作成しても
らう費用を立て替えます。

裁判や調停、交渉などで弁護士・司法書士
による代理が必要な場合に、その費用を立
替ます。

弁護士・司法書士による無料法律相談。

立替額の目安【令和7年4月現在】

※以上の費用とは別に、事件の結果に応じて報酬金が発生します。

＊法律相談援助を利用するには左記援助の要
件　  　を満たす必要があります。

＊電話をいただき援助要件を充たすかどうか
等を確認の上、相談予約をお取りします。

＊相談時間は1回30分程度で、同一案件につ
き3回までご利用いただけます。

＊法律相談だけで解決した方は、以下の手続に
は進みません。

費用の立替えを利用するには、左記援助の要件
　 　 　を満たす必要があります。援助を申込
まれた方には、
1）資力を証明する書類
（給与明細、生活保護受給証明書、
源泉徴収票、課税又は非課税証明等）

2）住民票（世帯全員、本籍地の記載があるもの）
3）関連書類などをご提出いただきます。
必要書類がそろった段階で審査において援
助の可否を判断します。

援助開始決定した場合、弁護士・司法書士の費
用（着手金・実費等）を法テラスが立替え、原則
として毎月5,000～10,000円ずつお支払い
いただきます（無利息）。

代理援助については、審査の上、弁護士・司法書
士の報酬金及びその支払方法を決定します。事
件の結果受けた経済的利益や利用された方の
経済状況に応じてお支払いを猶予したり、免除
したりする制度もあります。
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